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お
知
ら
せ

６
月
１
日
は

 

人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す

　
群
馬
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

お
よ
び
前
橋
地
方
法
務
局
で
は
、

人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た

日（
昭
和
24
年
６
月
１
日
）を
記
念

し
『
人
権
擁
護
委
員
の
日
』
特
設

人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　
い
じ
め
や
差
別
、
児
童
虐
待
な

ど
、
人
権
問
題
で
お
悩
み
の
方
は

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
料

金
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
り

ま
す
。

　
な
お
、村
で
の
実
施
は
、次
ペ
ー

ジ
の
と
お
り
で
す
。

▼
常
設
の
電
話
相
談
等

・
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

☎
０
５
７
０

－

０
０
３

－１
１
０

（
受
付
時
間
は
、
平
日
８
時
30
分

〜
17
時
15
分
）

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談

くらしの
情報

https://www.jinken.go.jp/

に
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い

▼
問
合
せ　
前
橋
地
方
法
務
局
人

権
擁
護
課　
☎
０
２
７

－

２
２
１

－４
４
６
６

総
務
課
庶
務
係　
☎
２
５

－

３
４

５
１軽

自
動
車
税
の

 

完
納
に
ご
協
力
を

　

６
月
１
日（
月
）は
軽
自
動
車

税
・
固
定
資
産
税
第
１
期
お
よ
び

県
税
の
自
動
車
税
の
納
期
限
で
す
。

　
税
金
は
、
村
や
県
の
運
営
を
支

え
私
た
ち
が
安
心
し
て
暮
ら
す
た

め
の
大
切
な
財
源
で
す
。
納
期
限

ま
で
に
納
付
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、

お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
自
動
車
税
の
納
付
も
役

場
で
可
能
で
す
。
村
税
と
合
わ
せ
、

ぜ
ひ
役
場
会
計
窓
口
を
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
税
務
会
計
課　
☎
２

５
－

３
２
６
２

５
月
は
自
動
車
税
の
納
期
で
す

　
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
で
、
運
輸
支
局
に
登
録
さ
れ

て
い
る
自
動
車
の
所
有
者
に
課
税

さ
れ
ま
す
。

　
５
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
る
納
税

通
知
書
に
よ
り
、
納
期
限
ま
で
に

納
め
て
く
だ
さ
い
。

▼
納
期
限　
６
月
１
日（
月
）

▼
納
税
場
所　
県
内
の
金
融
機
関

〜
３
級
程
度
、
療
育
手
帳
Ｂ
中
以

上
の
知
的
障
害
児
な
ど
）を
育
て

て
い
る
保
護
者

▼
対
象
外
と
な
る
場
合　
前
年
度

所
得
が
一
定
額
以
上
の
人
や
、
児

童
が
障
害
に
よ
り
公
的
年
金
を
受

け
て
い
る

▼
問
合
せ　
健
康
福
祉
課
福
祉
係

☎
２
５

－

３
２
８
５

６
月
９
日︵
火
︶

 

行
政
相
談
所
を
開
設

　
行
政
相
談
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス

に
関
す
る
苦
情
、
行
政
の
仕
組
み

や
手
続
き
に
関
す
る
相
談
を
受
け
、

解
決
の
た
め
の
助
言
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　
村
は
、
次
の
日
程
で
行
政
相
談

所
を
開
設
し
ま
す
。
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▼
開
設
日　
６
月
９
日（
火
）

▼
開
設
時
間　
午
後
１
時
30
分
〜

午
後
３
時

▼
場
所　
役
場
１
０
１
会
議
室

▼
行
政
相
談
員　
石
井
淑
子（
赤

城
原
第
一
）

▼
問
合
せ　
総
務
課
財
政
係　

☎
２
５

－

３
４
５
１

お
家
の
給
水
管
は

 

鉛
製
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
「
鉛
製
」の
給
水
管
は
、
施
工
性

が
良
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
古
く
か

ら
全
国
に
普
及
し
て
き
ま
し
た
。

　
国
が
使
用
を
禁
止
し
た
平
成
元

年
度
以
前
に
施
工
さ
れ
た
給
水
管

に
は「
鉛
製
」の
も
の
が
使
用
さ
れ

て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
「
鉛
製
」の
給
水
管
は
、
破
損
し

や
す
い
材
質
の
た
め
漏
水
が
起
こ

り
や
す
く
、
ま
た
、
水
を
長
期
間

使
用
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
ご

く
微
量
で
す
が
、
鉛
が
水
道
水
中

に
溶
け
出
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ

る
た
め
、
国
で
は
早
期
の
交
換
を

推
奨
し
て
い
ま
す
。

　
給
水
管
の
敷
設
替
え
は
各
ご
家

庭
で
確
認
し
、
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
建
設
課
上
下
水
道
係

☎
２
５

－

３
４
２
１

奨
学
金
の
返
済
を
支
援
し
ま
す

　
村
で
は
、
地
域
活
性
化
を
担
う

人
材
を
確
保
し
、
村
へ
の
定
住
化

を
促
進
す
る
た
め
奨
学
金
の
返
済

を
支
援
し
ま
す
。
申
請
に
伴
う
詳

細
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者　
35
歳
未
満
、
村
内
在

住
で
奨
学
金
を
返
還
ま
た
は
返
還

す
る
予
定
で
あ
る
人
、
県
内
事
業

所
で
正
規
雇
用
ま
た
は
自
ら
就
業

し
て
い
る
人
、
村
税
な
ど
の
滞
納

が
な
い
こ
と
な
ど
以
上
全
て
に
該

当
す
る
人

▼
補
助
内
容　
５
年
を
限
度
に
、

年
度
に
つ
き
最
大
10
万
円
を
補
助

※
原
則
、
日
本
学
生
支
援
機
構
や

地
方
公
共
団
体
か
ら
貸
与
さ
れ
返

還
し
て
い
る
奨
学
金
が
対
象

▼
申
請
方
法　
卒
業
証
明
書
、
返

の
ほ
か「
地
方
税
統
一
二
次
元
コ
ー

ド
」対
応
の
全
国
の
金
融
機
関
や

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
納

付
に
加
え
、「
地
方
税
お
支
払
い
サ

イ
ト
」を
利
用
し
て
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン

キ
ン
グ
で
納
付
で
き
ま
す
。
ま
た
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
や
ペ
イ

ジ
ー
対
応
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
も
納
付

で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
送
付
さ
れ
る
納
税
通

知
書
、
ま
た
は
群
馬
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
そ
の
他　
口
座
振
替
納
税
を
ご

利
用
の
場
合
、
６
月
１
日（
月
）が

引
き
落
と
し
日
に
な
り
ま
す
の
で
、

預
金
残
高
を
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

　
こ
れ
か
ら
申
し
込
ま
れ
る
場
合

は
、
令
和
９
年
度
の
納
税
か
ら
の

ご
利
用
と
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　
利
根
沼
田
行
政
県
税

事
務
所　
☎
２
２

－

４
３
３
６　

群
馬
県
自
動
車
税
事
務
所　
☎
０

２
７

－

２
６
３

－４
３
４
３

特
別
児
童
扶
養
手
当
制
度
を

 
ご
存
じ
で
す
か

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
は
心
身
に

障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
育
て
て
い

る
人
に
そ
れ
ぞ
れ
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
次
に
該
当
す
る
人
で
、
ま
だ
申

請
し
て
い
な
い
人
は
、
健
康
福
祉

課
福
祉
係
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
対
象　
20
歳
未
満
の
在
宅
重
度

心
身
障
害
児（
障
害
者
手
帳
１
級
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還
金
額
の
証
明
、
勤
務
先
の
証
明

な
ど
を
添
付
し
、
申
請
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限　
６
月
末（
年
度
ご

と
に
申
請
が
必
要
で
す
）

▼
問
合
せ　
教
育
委
員
会
事
務
局

学
校
教
育
係
☎
２
４

－５
１
２
０

そ
の
ワ
イ
ヤ
レ
ス
機
器
︑電
波

ト
ラ
ブ
ル
起
こ
し
て
る
か
も

　
６
月
１
日
か
ら
10
日
は
、「
電
波

利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化
期

間
」で
す
。
電
波
の
ル
ー
ル
は
み
ん

な
で
守
り
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ　
総
務
省
関
東
総
合
通

信
局　
【
不
法
無
線
局
に
よ
る
混

信
・
妨
害
】
☎
０
３

－

６
２
３
８

－

１
９
３
９
【
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ

の
受
診
障
害
】
☎
０
３

－

６
２
３

８

－１
９
４
５

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
は

 

お
早
め
に
！

　
国
際
観
光
旅
客
税
の
引
上
げ
に

よ
る
、
パ
ス
ポ
ー
ト
手
数
料
の
引

下
げ
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
新
手
数
料
の
適
用
以
降
、
申
請

が
集
中
し
、
交
付
期
間（
２
週
間
）

が
長
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

渡
航
予
定
が
あ
る
場
合
は
、
余
裕

を
も
っ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
パ

ス
ポ
ー
ト
申
請
に
つ
い
て
」を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
住
民
課
住
民
係

☎
２
５

－

３
２
４
２

募
集

個
人
向
け
普
通
救
命
講
習
会

 

参
加
者
募
集

　

私
た
ち
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、

突
然
の
病
気
や
ケ
ガ
に
お
そ
わ
れ

る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。「
心
臓
や

呼
吸
が
止
ま
っ
た
！
出
血
が
止
ま

ら
な
い
！
喉
に
物
を
詰
ま
ら
せ
た

･･･

」こ
ん
な
時
、
そ
ば
に
居
合
わ

せ
た
人
が
で
き
る
応
急
手
当
が
あ

り
ま
す
。

　

心
肺
蘇
生
法
と
Ａ
Ｅ
Ｄ（
自
動

体
外
式
除
細
動
器
）の
使
用
方
法

を
身
に
つ
け
ま
せ
ん
か
。

▼
日
時　
６
月
14
日（
日
）午
前
９

時
か
ら
正
午
ま
で

▼
場
所　
利
根
沼
田
広
域
北
消
防

署（
み
な
か
み
町
湯
原
１
６
８
１

－

１
）

▼
定
員　
10
人

▼
費
用　
無
料

▼
申
込
方
法　
電
話
申
し
込
み

特設人権相談所 メールで子育て相談

いじめや虐待、配偶者等からの暴
力など、日常生活の中で生じる人
権問題でお困りの方。ひとりで悩
まず気軽にご相談ください。秘密
は守ります。
▶日時　６月８日（月）
　　　　午後１時30分～４時
▶会場　役場103会議室

村にお住まいの方を対象に、子育てに
関するお悩みをメールで受け付けてい
ます。回答は、平日午前８時30分から
午後５時15分まで。相談メールは次
のアドレスまでお送りください。
smilemama@vill.gunma-showa.lg.jp

そうだん窓口

健康相談・健康教室

名称 健康相談会
（予約制）

こころとからだの休養教室
（予約制）

期日 ６月23日（火）

時間 午後１時30分～４時

会場 保健センター

内容 個別健康相談 ヘッドマッサージまたは
ハンドマッサージ

子育て支援情報（会場はすべて保健センターです）

日 開催時間等 内　容

◆つぼみの広場

６月15日（月） 午後１時～４時 身体計測、ベビーマッサージ、親子交
流、助産師・保健師・栄養士への相談

◆のびのびスクール　（予約制）

６月17日（水） 午前９時30分～正午 臨床発達心理士による個別相談

◆プレパパ・プレママ広場　（妊娠している人とパートナー）　（予約制）

6月18日（木） 午後１時30分～４時 助産師、保健師の講話、沐浴練習、
妊婦体験

◆ことばの相談会　（予約制）

６月20日（土） 午前９時30分～11時45分 言語聴覚士による個別相談

子育て・健康情報

くら
し
の
情報

▼
申
込
期
間　
開
催
日
前
日
ま
で

（
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
）

▼
問
合
せ　
利
根
沼
田
広
域
北
消

防
署　
☎
７
２

－４
３
４
９

税
務
職
員︵
国
家
公
務
員
︶

 

の
募
集
に
つ
い
て

　

税
務
署
や
国
税
局
で「
税
の
ス

ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
」と
し
て
勤
務
す
る

税
務
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
受
験
資
格　
①
令
和
８
年
４
月

１
日
に
お
い
て
高
等
学
校
ま
た
は

中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
年
を
経
過

し
て
い
な
い
人
お
よ
び
令
和
９
年

３
月
ま
で
に
高
等
学
校
ま
た
は
中

等
教
育
学
校
を
卒
業
見
込
み
の
人
、

②
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
人
に
準

ず
る
と
認
め
る
人

▼
試
験
の
程
度　
高
校
卒
業
程
度

▼
申
込
方
法　

︻
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
︼https://www.

jinji-shiken.go.jp/juken.html

よ
り
申

込
み

︻
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
以
外
︼
希
望
す

る
第
１
次
試
験
地
を
管
轄
す
る
国

税
局

▼
受
付
期
間　
６
月
12
日（
金
）〜

６
月
24
日（
水
）

▼
試
験
日　
１
次
試
験　
９
月
６

日（
日
）、
２
次
試
験　
10
月
14
日

（
水
）〜
10
月
23
日（
金
）の
う
ち
、

指
定
さ
れ
た
日

▼
問
合
せ　
関
東
信
越
国
税
局
人

事
第
二
課
試
験
係　
☎
０
４
８

－

６
０
０

－

３
１
１
１


